
（参考） 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）抜粋 

最終改正：平成 29 年 6 月 2 日公布（平成 29 年法律第 52 号）改正 

 

第十節 介護サービス情報の公表 

（介護サービス情報の報告及び公表） 

第百十五条の三十五 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービ

ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指

定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保

健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定め

るサービス（以下「介護サービス」という。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省

令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス

情報（介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情

報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介

護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令

で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を

管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、

当該報告の内容を公表しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告を

した介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、

調査を行うことができる。 

４ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報

告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定

めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、

又はその調査を受けることを命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着

型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をし

たときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業

者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村

長に通知しなければならない。 

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介

護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第四項の規定による命令に

従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介

護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は

期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

７ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着

型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定による命令に従わな

い場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密

着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定め

てその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付

して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。 


